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１．背景 
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在宅医療・介護に係る背景 

2012年８月 2015年 2025年 2055年 

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,657万人（30.3%） 3,626万人（39.4%） 

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%） 

○  65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。また、75歳以上高齢者
数も増加していき、 2025年には2000万人を超え、更に2055年には全人口に占める割合は25％を超える見込み（表１）。 

○ 首都圏をはじめとする都市部において、今後急速に75歳以上人口が増える（表２）。 
○ 自宅で療養して、必要になれば医療機関等を利用したいと回答した者の割合を合わせると、60％以上の国民が「自宅で療養

したい」と回答した（図１）。 また要介護状態になっても、自宅や子供・親族の家での介護を希望する人が４割を超えた（図２）。 

（表１） 65歳以上人口及び75歳以上人口推計 

埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 島根県 鹿児島県 山形県 全国 

2010年 58.9万人 56.3万人 79.4万人 84.3万人 66.0万人 123.4万人 25.4万人 11.9万人 18.1万人 1419.4万人 

2025年 
（ ）は倍率 

117.7万人 
（2.00倍） 

108.2万人 
（1.92倍） 

148.5万人 
（1.87倍） 

152.8万人 
（1.81倍） 

116.6万人 
（1.77倍） 

197.7万人 
（1.60倍） 

29.5万人 
（1.16倍） 

13.7万人 
（1.15倍） 

20.7万人 
（1.15倍） 

2178.6万人 
（1.53倍） 

（表２） 2010年及び2025年の都道府県別75歳以上高齢者人口（倍率） 
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（図２）療養に関する希望 （図１）終末期の療養場所に関する希望 

高齢者の健康に関する意識調査（平成19年度内閣府）  

出典：日本の将来推計人口（社会保障・人口問題研究所） 

出典：日本の地域別将来推計人口（社会保障・人口問題研究所） 
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※1994年までは老人ホームでの死亡は、自宅に含まれている 

死亡場所の推移 

4 

9.1% 

76.2%（病院） 

2.6% 
0.1% 

1.5%（老健） 
1.5% 

4%（老人ホーム） 

82.5% 

12.5%（自宅） 

2.3%（診療所） 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1951 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2011

病院 診療所 介護老人保健施設 老人ホーム 自宅 その他 

出典）厚生労働省「人口動態統計」 



4,980  6,008  6,679  7,007  7,298  7,622  

5,403  
6,209  

6,512  6,453  6,328  6,254  20.0  
23.1  

24.9  25.7  26.6  28.0  

0.0

10.0

20.0

30.0

0

5,000

10,000

15,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 

世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数 
世帯主が65歳以上の単独世帯数 
世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合 

在宅医療・介護の推進に当たっての課題 
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医療系（N=572) 

介護系（N=1242) 

○ 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく（図１）。 
○ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく（図２）。  

○ 在宅医療・介護を推進するには、地域における医療・介護の関係機関の連携が重要であるが、現状では、訪問診療を提供し
ている医療機関の数も十分とは言えず（図３）、また、連携も十分には取れていない（図４）。 
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出典：「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について（厚生労働省） 

（図２）世帯数 （図１）「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者の数
と65歳以上高齢者に占める割合 

（世帯） （％） 

出典：日本の世帯数の将来推計（全国推計）（社会保障・人口問題研究所） 

箇所 
対全数の 
割合（％） 

病院 2,407 28.0 

診療所 19,950 20.0 

訪問看護ステーション 5,815 － 

出典：病院、診療所 「医療施設調査（静態）」（平成23年）（厚生労働省） 
    訪問看護ステーション 「介護給付費実態調査」（平成23 年）（厚生労働省） 

（図３）訪問診療を実施している医療機関 

出典：居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の実態に関する調査報告書（平成21年度老人保健健康増進等事業） 

（図４）ケアマネジャーが困難に感じる点 
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できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現できる
社会を目指す。 

○ 国民の希望に応える療養の場の確保は、喫緊の問題。 
○ 「社会保障・税一体改革大綱」に沿って、病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実、重点化・効率化、
地域包括ケアシステムの構築等を着実に実現していく必要があり、2025年のイメージを見据えつつ、あるべき医療・
介護の実現に向けた策が必要。 

○ 我が国は国民皆保険のもと、女性の平均寿命86歳（世界2位）、男性79歳（同5位）を実現するなど、世界でも類を見ない高
水準の医療・介護制度を確立。 

○  65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。 
○ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。  
○ 国民の60％以上が自宅での療養を望んでいる。 
○ ケアマネジャーの50％近くが医師との連携が取りづらいと感じているなど医療・介護の連携が十分とはいえない。 

○予算での対応 

 ・平成24年度補正予算や平成25年度予算により、在宅医療・介護を推進 

○制度的対応 

 ・平成25年度からの5カ年の医療計画に、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等 

 を明記 

 ・在宅医療の法的位置づけを含め、医療法改正について検討中 

○診療報酬・介護報酬 

 ・24年度同時改定において、在宅医療・介護を重点的に評価 

○組織 

 ・省内に「在宅医療・介護推進プロジェクトチーム」を設置し、在宅医療・介護を関係部局で一体的に推進 

■施策を総動員し、「在宅医療・介護」を推進 
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２．社会保障・税一体改革 
における位置づけ 
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社会保障・税一体改革大綱 

○ 社会保障・税一体改革大綱では、「病院・病床の機能分化・強化」や「一般病棟における長
期入院の適正化」の推進が求められており、在宅医療や介護の受け皿が必要。 

  さらに、大綱では、医療と介護の連携の強化等を進め、地域包括ケアシステムを構築してい
くことが求められている。 

 
（参考）：社会保障・税一体改革大綱（平成24年２月17日閣議決定） 
第３章 具体的改革内容 
（１）医療サービス提供体制の制度改革 
 ○ 急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内容とする医療サービス提供体制の制度改革

に取り組む。 
＜今後の見直しの方向＞ 
ⅰ 病院・病床機能の分化・強化 

・ 急性期病床の位置付けを明確化し、医療資源の集中投下による機能強化を図るなど、病院・病床の機能分化・強化を推進する。 
・ 病診連携、医療・介護連携等により必要なサービスを確保しつつ、一般病棟における長期入院の適正化を推進する。 

  ⅱ 在宅医療の推進 

    ・ 在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに、在宅医療について、達成すべき目標、医療連携体制等を医療計画に記載すべ
きことを明確化するなどにより、在宅医療を充実させる。 

  （２）地域包括ケアシステムの構築 

   ○ できる限り住み慣れた地域で在宅を基本とした生活の継続を目指す地域包括ケアシステム（医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要
介護者等への包括的な支援）の構築に取り組む。 

  ⅲ 医療と介護の連携の強化 

    ・ 在宅要介護者に対する医療サービスを確保する。 

    ・ 他制度、多職種のチームケアを推進する。 

    ・ 小規模多機能型サービスと訪問看護の複合型サービスを提供する。 

    ・ 退院時・入院時の連携強化や地域における必要な医療サービスを提供する。 
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